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事業所から収集する項目の分類
介護事業所からCHASEで収集する項目について、
まず以下の３種に大別して検討してはどうか。

① できるだけ多くの事業者から収集すべき項目
②加算対象など特定の事業者から確実に収集す
べき項目

③収集項目として必要性があるものの、まずは、モ
デル事業等の対象とすることが必要である項目
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① できるだけ多くの事業者から収集すべき項目
• 口腔・嚥下領域の介護を行うにあたっては、誤嚥性肺炎・窒息等のリスクを勘
案し、適切な食事形態を提供し、可能な限り経口摂取を続けていくことが肝
要である。さらにその食事形態の維持あるいは向上（常食に近づける）が介
護の目標の一つとなり得る。そういった観点からは、できるだけ多くの介護事業
者において、口腔・嚥下に関する項目として、まずは、以下の項目を収集して
いただくこととし、その上で、更なる項目とあわせて解析することで、介護の手法
や、利用者のリスク等との関係についてのエビデンスを示していくことで、科学的
介護の実践につなげていくことができるのではないか。
【具体例】

• 食事の形態※ただし、分類については標準的な分類を用いることが可能かモデル事業等で検討が必要

経口摂取が維持されている状態において、重要となる評価指標は、食事の
形態である。
常食またはそれに近い形態の食事を維持出来ていることが重要である

• 誤嚥性肺炎の既往
口腔・嚥下機能について、目指すべき主要なエンドポイントは、利用者の経
口摂取の維持である
経口摂取の維持が困難と判断する主な基準は、反復する誤嚥性肺炎の発
症と考える
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②加算対象など特定の事業者から確実に収集すべき項目

• 現行の介護報酬体系の中で、介護事業者が加算要件
として、一定の様式を作成し、利用者から取得している項
目が複数ある

• 様式例と同じ項目であれば、新たな入力の手間をかける
ことなく、データの取得が可能ではないか

• 様式例の項目についても、基本的に提出を必須とする項
目と、任意提出とする項目を選定するのが現実的か
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【具体例】
基本的に提出を必須とする項目
かかりつけ歯科医の有無
入れ歯の有無
嚥下機能検査による評価結果
多職種会議への参加者

任意提出とする項目
RSST
オーラルディアドコキエシス
「経口移行・経口維持計画様式例」に含まれる項目
「口腔機能向上サービスに関する評価票様式例」に含まれる項目

②加算対象など特定の事業者から確実に収集すべき項目
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③モデル事業等の対象とすることが必要である項目

• CHASEの収集項目としての必要性はあるが、実際に収集する前
に、モデル事業等において検討が必要。
【具体例】

主食、副食、水分の摂取形態
多くの介護事業所において収集すべき項目と考えるが、その前提として、
各事業所間において共通で用いることが可能な形態についての分類を
整理することが必要。
例えば「きざみ食」や「とろみ」といった形態の分類は、概ね大半の施設に
おいて用いられている分類であると考えられるが、実際に、共通の分類と
して用いるためには、実際の利用の状況等を踏まえ、一定のコンセンサス
を得る必要がある。
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モデル事業の進め方について

• 以上のような情報の収集にあたっては、必要な専
門職の関与や、各項目を評価するにあたって、適
切な研修等を実施することが必要であり、信頼性
妥当性の検証とあわせて、こうした観点も含めた検
討を行うことが必要ではないか。

• 実際のデータ収集にあたっては、データ入力・評価
のために必要な研修等を行いながら、運用を行っ
ていくことが必要ではないか。
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